
 

○ 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 条 例 第 二 十 二 号 ） 

 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 

  平 成 十 二 年 三 月 二 十 四 日 

三 重 県 条 例 第 二 十 二 号 

 

 改 正  平 成 一 三 年  三 月 二 七 日 三 重 県 条 例 第 二

十 号  

平 成 一 四 年  三 月 二 六 日 三 重 県 条 例 第 一

九 号  

 

   平 成 一 五 年  七 月  一 日 三 重 県 条 例 第 三

六 号  

平 成 一 五 年 一 二 月 二 四 日 三 重 県 条 例 第 六

一 号  

 

   平 成 一 七 年  三 月 二 八 日 三 重 県 条 例 第 一

七 号  

平 成 一 七 年  十 月 二 一 日 三 重 県 条 例 第 七

三 号  

 

   平 成 一 八 年  三 月 二 八 日 三 重 県 条 例 第 一

七 号  

平 成 一 九 年  三 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 一

五 号  

 

   平 成 一 九 年  十 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 七

十 号  

平 成 二 一 年  三 月 二 五 日 三 重 県 条 例 第 一

七 号  

 

   平 成 二 一 年  十 月 二 三 日 三 重 県 条 例 第 六

二 号  

平 成 二 四 年  三 月 二 七 日 三 重 県 条 例 第 二

五 号  

 

   平 成 二 四 年  十 月 一 九 日 三 重 県 条 例 第 五

二 号  
平 成 二 五 年  三 月 二 九 日 三 重 県 条 例 第 四

五 号  

 

   平 成 二 六 年  三 月 二 七 日 三 重 県 条 例 第 三

三 号  

平 成 二 七 年  三 月 二 七 日 三 重 県 条 例 第 一

五 号  

 

   平 成 二 八 年  三 月 二 二 日 三 重 県 条 例 第 三

二 号  

平 成 二 八 年 一 二 月 二 六 日 三 重 県 条 例 第 五

八 号  

 

   平 成 三 十 年  三 月 二 二 日 三 重 県 条 例 第 一

九 号  

令 和 元 年   七 月  二 日 三 重 県 条 例 第 一

二 号  

 

   令 和 元 年   十 月 二 五 日 三 重 県 条 例 第 二

四 号  

令 和 二 年  三 月 二 四 日 三 重 県 条 例 第 一 

六 号 

 

  令 和 三 年  一 二 月 二 七 日 三 重 県 条 例 第 五

一 号  

令 和 四 年   三 月 二 八 日 三 重 県 条 例 第 一

三 号  

 

  令 和 五 年   三 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 十

一 号  

令 和 五 年   六 月 三 十 日 三 重 県 条 例 第 三

十 号  

 

  令 和 五 年  一 二 月 二 一 日 三 重 県 条 例 第 三

九 号  

令 和 六 年   三 月 二 五 日 三 重 県 条 例 第 十

四 号  

 

三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 

三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 二 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、

公 安 委 員 会 又 は 警 察 署 長 の 行 う 次 条 以 下 に 規 定 す る 許 可 、 認 定 、 交 付 等 （ 以 下 「 許 可 等 」 と 総 称

す る 。 ） に 伴 い 徴 収 す る 手 数 料 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 関 係 手 数 料 ） 

第 二 条 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 二 号 。 以

下 こ の 条 及 び 別 表 第 一 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受

け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 風 俗 営 業 許 可 申 請 手 数 料 

二 法 第 五 条 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 許 可 証

の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 許 可 証 再 交 付 手 数 料 

三 法 第 七 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 相 続 に

係 る 承 認 を 受 け よ う と す る 者 相 続 承 認 申 請 手 数 料 



 

四 法 第 七 条 の 二 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 法

人 の 合 併 に 係 る 承 認 を 受 け よ う と す る 者 合 併 承 認 申 請 手 数 料 
四 の 二 法 第 七 条 の 三 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す

る 法 人 の 分 割 に 係 る 承 認 を 受 け よ う と す る 者 分 割 承 認 申 請 手 数 料 

五 法 第 九 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 構 造 又

は 設 備 の 変 更 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 変 更 承 認 申 請 手 数 料 

六 法 第 九 条 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 許 可 証

の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 許 可 証 書 換 え 手 数 料 

七 法 第 十 条 の 二 第 一 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 特

例 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 特 例 認 定 申 請 手 数 料 

八 法 第 十 条 の 二 第 五 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 特

例 の 認 定 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 特 例 認 定 証 再 交 付 手 数 料 

九 法 第 二 十 条 第 八 項 に 規 定 す る 同 条 第 二 項 の 遊 技 機 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 遊 技 機 認 定 申

請 手 数 料 

十 法 第 二 十 条 第 八 項 に 規 定 す る 同 条 第 四 項 の 遊 技 機 の 検 定 を 受 け よ う と す る 者 遊 技 機 検 定 申

請 手 数 料 

十 一 法 第 二 十 条 第 八 項 に 規 定 す る 同 条 第 五 項 の 指 定 試 験 機 関 が 行 う 遊 技 機 の 認 定 に 必 要 な 試 験

を 受 け よ う と す る 者 遊 技 機 試 験 申 請 手 数 料 

十 二 法 第 二 十 条 第 八 項 に 規 定 す る 同 条 第 五 項 の 指 定 試 験 機 関 が 行 う 遊 技 機 の 検 定 に 必 要 な 試 験

を 受 け よ う と す る 者 型 式 試 験 申 請 手 数 料 

十 三 法 第 二 十 条 第 十 項 に お い て 準 用 す る 法 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 遊 技 機 の 変 更 の 承 認 を 受

け よ う と す る 者 遊 技 機 変 更 承 認 申 請 手 数 料 

十 四 法 第 二 十 四 条 第 六 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る

営 業 所 の 管 理 者 に 対 す る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 営 業 所 管 理 者 講 習 手 数 料 

十 五 法 第 二 十 七 条 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第

三 十 一 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 七 第 二 項 及 び 第 三 十 一 条 の 十 七 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 、 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 、 映 像 送 信 型 性 風

俗 特 殊 営 業 、 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 又 は 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 （ 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第

一 に お い て 「 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 」 と い う 。 ） の 届 出 書 の 提 出 が あ っ た 旨 を 記 載 し た 書 面

（ 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 一 に お い て 「 届 出 確 認 書 」 と い う 。 ） の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 届

出 確 認 書 交 付 手 数 料 

十 六 法 第 二 十 七 条 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第

三 十 一 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 七 第 二 項 及 び 第 三 十 一 条 の 十 七 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 の 変 更 届 出 書 の 提 出 が あ っ た 旨 の 届 出 確 認

書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 変 更 届 出 確 認 書 交 付 手 数 料 

十 七 法 第 二 十 七 条 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第

三 十 一 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 七 第 二 項 及 び 第 三 十 一 条 の 十 七 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 等 の 届 出 確 認 書 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 

届 出 確 認 書 再 交 付 手 数 料 

十 八 法 第 三 十 一 条 の 二 十 二 に 規 定 す る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 特 定 遊

興 飲 食 店 営 業 許 可 申 請 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

（ 古 物 営 業 法 関 係 手 数 料 ） 

第 三 条 古 物 営 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に

基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の 手 数

料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 三 条 に 規 定 す る 古 物 営 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 古 物 営 業 許 可 申 請 手 数 料 



 

二 法 第 五 条 第 四 項 に 規 定 す る 古 物 営 業 の 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 古 物 営 業 許 可 証

再 交 付 手 数 料 
三 法 第 七 条 第 五 項 に 規 定 す る 古 物 営 業 の 許 可 証 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 古 物 営 業 許 可 証

書 換 え 手 数 料 

四 法 第 二 十 一 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 古 物 競 り あ っ せ ん 業 に 係 る 業

務 の 実 施 の 方 法 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 古 物 競 り あ っ せ ん 業 認 定 申 請 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め

る 額 と す る 。 

（ 火 薬 類 取 締 法 関 係 手 数 料 ） 

第 四 条 火 薬 類 取 締 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の

規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別

の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 十 七 条 第 一 項 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 規 定 す る 火 薬 類 の 譲

渡 し の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 猟 銃 用 火 薬 類 等 譲 渡 許 可 申 請 手 数 料 

二 法 第 十 七 条 第 一 項 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 規 定 す る 火 薬 類 の 譲

受 け の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 猟 銃 用 火 薬 類 等 譲 受 許 可 申 請 手 数 料 

三 法 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 運 搬 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 火 薬 類 運 搬 証 明 書 交 付

手 数 料 

四 法 第 二 十 四 条 第 一 項 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 規 定 す る 火 薬 類 の

輸 入 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 輸 入 許 可 申 請 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 三 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

（ 質 屋 営 業 法 関 係 手 数 料 ） 

第 五 条 質 屋 営 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 五 十 八 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規

定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の

手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 質 屋 営 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 質 屋 営 業 許 可 申 請 手 数 料 

二 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 質 屋 営 業 所 の 移 転 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 質 屋 営 業 所 移 転 許

可 申 請 手 数 料 

三  法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 質 屋 営 業 所 の 管 理 者 の 新 設 又 は 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 

質 屋 営 業 所 管 理 者 新 設 ・ 変 更 許 可 申 請 手 数 料 

四 法 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 質 屋 営 業 の 許 可 証 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 質 屋 営 業 許 可 証

書 換 え 手 数 料 

五 法 第 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 質 屋 営 業 の 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 質 屋 営 業 許 可 証

再 交 付 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 四 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め

る 額 と す る 。 

（ 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 関 係 手 数 料 ） 

第 六 条 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 六 十 六 号 。

以 下 こ の 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す

る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 五 十 九 条 第 五 項 に 規 定 す る 届 出 を 証 明 す る 文 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 運 搬 証 明 書

交 付 手 数 料 

二 法 第 五 十 九 条 第 九 項 に 規 定 す る 運 搬 証 明 書 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 運 搬 証 明 書 書 換 え

手 数 料 

三 法 第 五 十 九 条 第 十 項 に 規 定 す る 運 搬 証 明 書 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 運 搬 証 明 書 再 交 付

手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 五 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め

る 額 と す る 。 



 

（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 関 係 手 数 料 ） 
第 七 条 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 六 号 。 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 六 に お い て 「 法 」

と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 種 別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 銃 砲 等 又 は 刀 剣 類 の 所 持 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 銃 砲 等 又 は

刀 剣 類 所 持 許 可 申 請 手 数 料 

一 の 二 法 第 四 条 の 三 第 一 項 （ 法 第 七 条 の 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る

認 知 機 能 検 査 を 受 け よ う と す る 者 認 知 機 能 検 査 受 検 手 数 料 

二  法 第 五 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 猟 銃 及 び 空 気 銃 の 取 扱 い に 関 す る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 

猟 銃 等 取 扱 講 習 手 数 料 

二 の 二 法 第 五 条 の 三 の 二 第 一 項 に 規 定 す る ク ロ ス ボ ウ の 取 扱 い に 関 す る 講 習 を 受 け よ う と す る

者 ク ロ ス ボ ウ 取 扱 講 習 手 数 料 

三  法 第 五 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 猟 銃 の 操 作 及 び 射 撃 に 関 す る 技 能 検 定 を 受 け よ う と す る 者 

猟 銃 技 能 検 定 申 請 手 数 料 

三 の 二 法 第 五 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 猟 銃 の 操 作 及 び 射 撃 の 技 能 に 関 す る 講 習 を 受 け よ う と す

る 者 猟 銃 技 能 講 習 手 数 料 

四 法 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 銃 砲 等 又 は 刀 剣 類 の 所 持 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 国 際 競 技 参

加 外 国 人 銃 砲 等 又 は 刀 剣 類 所 持 許 可 申 請 手 数 料 

五 法 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の 所

持 の 許 可 を 現 に 受 け て い る 者 で 、 更 に 同 号 の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の 所 持 の 許 可 を 受 け よ

う と す る も の 銃 砲 所 持 許 可 証 追 記 申 請 手 数 料 

五 の 二 法 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る ク ロ ス ボ ウ の 所

持 の 許 可 を 現 に 受 け て い る 者 で 、 更 に 同 号 の 規 定 に よ る ク ロ ス ボ ウ の 所 持 の 許 可 を 受 け よ う と

す る も の ク ロ ス ボ ウ 所 持 許 可 証 追 記 申 請 手 数 料 

六 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 許 可 証 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 許 可 証 書 換 え 手 数 料 

七 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 許 可 証 再 交 付 手 数 

八 法 第 七 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の 所 持 の 許 可 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 猟

銃 等 所 持 許 可 更 新 申 請 手 数 料 

八 の 二 法 第 七 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る ク ロ ス ボ ウ の 所 持 の 許 可 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 ク

ロ ス ボ ウ 所 持 許 可 更 新 申 請 手 数 料 

九 法 第 九 条 の 五 第 二 項 に 規 定 す る 射 撃 教 習 を 受 け る 資 格 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 射 撃 教 習

資 格 認 定 申 請 手 数 料 

十 法 第 九 条 の 十 第 二 項 に 規 定 す る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の 射 撃 練 習 を 行 う 資 格 の 認 定 を 受 け よ う と す

る 者 猟 銃 等 射 撃 練 習 資 格 認 定 申 請 手 数 料 

十 一 法 第 九 条 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 年 少 射 撃 資 格 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 年 少 射 撃 資 格

認 定 申 請 手 数 料 

十 二 法 第 九 条 の 十 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 証

の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 年 少 射 撃 資 格 認 定 証 書 換 え 手 数 料 

十 三 法 第 九 条 の 十 三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 証

の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 年 少 射 撃 資 格 認 定 証 再 交 付 手 数 料 

十 四 法 第 九 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 年 少 射 撃 資 格 の 認 定 の た め の 講 習 会 を 受 講 し よ う と す る

者 年 少 射 撃 資 格 講 習 受 講 手 数 料 

十 五 法 第 九 条 の 十 六 第 一 項 に 規 定 す る ク ロ ス ボ ウ の 射 撃 練 習 を 行 う 資 格 の 認 定 を 受 け よ う と す

る 者 ク ロ ス ボ ウ 射 撃 練 習 資 格 認 定 申 請 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 六 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

（ 道 路 交 通 法 関 係 手 数 料 ） 



 

第 八 条 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 こ の 条 、 別 表 第 七 、 別 表 第 八 及 び 別 表 第 九

に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 四 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー を 作 動 さ せ よ う と す る 者 又 は パ ー キ ン

グ ・ チ ケ ッ ト 発 給 設 備 に よ り パ ー キ ン グ ・ チ ケ ッ ト の 発 給 を 受 け よ う と す る 者 パ ー キ ン グ ・

メ ー タ ー 作 動 等 手 数 料 

二 法 第 五 十 一 条 の 八 第 一 項 に 規 定 す る 公 安 委 員 会 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 登 録 審 査 申 請 手

数 料 

三 法 第 五 十 一 条 の 八 第 六 項 に 規 定 す る 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 登 録 更 新 審 査 申 請 手 数

料 

四 法 第 五 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 駐 車 監 視 員 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 駐 車

監 視 員 資 格 者 証 交 付 申 請 手 数 料 

五 法 第 五 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 駐 車 監 視 員 資 格 者

講 習 手 数 料 

六 法 第 五 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 認 定 を 受 け よ う と す る 者 駐 車 監 視 員 資 格 者

認 定 申 請 手 数 料 

七 法 第 五 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 駐 車 監 視 員 資 格 者 証 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 駐

車 監 視 員 資 格 者 証 書 換 え 手 数 料 

八 法 第 五 十 一 条 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 駐 車 監 視 員 資 格 者 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 駐

車 監 視 員 資 格 者 証 再 交 付 手 数 料 

九 法 第 七 十 五 条 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 特 定 自 動 運

行 許 可 申 請 手 数 料 

十  法 第 七 十 五 条 の 十 六 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 計 画 の 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 

特 定 自 動 運 行 計 画 変 更 許 可 申 請 手 数 料 

十 一 法 第 七 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 道 路 を 使 用 す る た め の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 道 路 使 用

許 可 申 請 手 数 料 

十 二 法 第 七 十 八 条 第 五 項 に 規 定 す る 道 路 使 用 許 可 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 道 路 使 用 許

可 証 再 交 付 手 数 料 

十 三 法 第 八 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 運 転 免 許 試 験 を 受 け よ う と す る 者 運 転 免 許 試 験 手 数 料 

十 四 法 第 八 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 検 査 を 受 け よ う と す る 者 検 査 手 数 料 

十 五 法 第 九 十 一 条 又 は 第 九 十 一 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 運 転 す る こ と が で き る 自 動 車 及 び 一 般

原 動 機 付 自 転 車 の 種 類 を 限 定 さ れ た 者 で 、 そ の 限 定 の 全 部 又 は 一 部 の 解 除 を 受 け る た め 、 三 重

県 公 安 委 員 会 の 審 査 を 受 け よ う と す る も の 審 査 手 数 料 

十 六 法 第 九 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 運 転 免 許 証 （ 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 七 に お い て 「 免 許 証 」

と い う 。 ） の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 免 許 証 交 付 手 数 料 

十 七 法 第 九 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 免 許 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 

十 八 法 第 九 十 九 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 技 能 検 定 員 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 技 能

検 定 員 資 格 者 証 交 付 手 数 料 

十 九 法 第 九 十 九 条 の 二 第 四 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 審 査 を 受 け よ う と す る 者 技 能 検 定 員 審 査 手

数 料 

二 十 法 第 九 十 九 条 の 三 第 四 項 に 規 定 す る 教 習 指 導 員 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 教 習

指 導 員 資 格 者 証 交 付 手 数 料 

二 十 一 法 第 九 十 九 条 の 三 第 四 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 審 査 を 受 け よ う と す る 者 教 習 指 導 員 審 査

手 数 料 

二 十 二 法 第 百 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 再 試 験 を 受 け よ う と す る 者 再 試 験 手 数 料 

二 十 三 法 第 百 一 条 第 一 項 又 は 法 第 百 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 証 の 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け

よ う と す る 者 免 許 証 更 新 手 数 料 

二 十 四 法 第 百 一 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 証 の 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 経

由 手 数 料 



 

二 十 五 法 第 百 四 条 の 四 第 六 項 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 運 転 経 歴

証 明 書 交 付 手 数 料 
二 十 六 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十 号 。 別 表 第 七 に お い て 「 府 令 」 と い

う 。 ） 第 三 十 条 の 十 三 第 一 項 に 規 定 す る 運 転 経 歴 証 明 書 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 運 転 経

歴 証 明 書 再 交 付 手 数 料 

二 十 七 法 第 百 七 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 国 外 運 転 免 許 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 国 外 運 転

免 許 証 交 付 手 数 料 

二 十 八 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 講 習 手 数 料 

二 十 九 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 号 、 第 十 三 号 又 は 第 十 四 号 に 掲 げ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 

通 知 手 数 料 

三 十 道 路 交 通 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 五 年 政 令 第 二 百 七 十 号 。 次 号 及 び 別 表 第 七 に お い て 「 政 令 」

と い う 。 ） 第 三 十 七 条 の 六 第 二 号 に 規 定 す る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 特 定 任 意 講 習 手 数 料 

三 十 一 法 第 百 十 二 条 第 一 項 第 五 号 の 三 の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 を 受 け よ う と す る 者 認 知 機

能 検 査 手 数 料 

三 十 二 法 第 百 十 二 条 第 一 項 第 五 号 の 四 の 規 定 に よ る 運 転 技 能 検 査 を 受 け よ う と す る 者 運 転 技

能 検 査 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 七 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

３ 技 能 検 定 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 別 表 第 八 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て の 審 査 を 免 除

さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 技 能 検 定 員 審 査 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 七 の 十 九 の 項 の 下 欄 の 規

定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 八 の 中 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 別 表 第 七 の 十 九 の 項 の 下 欄 に

定 め る 額 か ら 、 別 表 第 八 の 下 欄 に 定 め る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 

４ 教 習 指 導 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 別 表 第 九 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て の 審 査 を 免 除

さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 教 習 指 導 員 審 査 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 七 の 二 十 一 の 項 の 下 欄 の

規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 九 の 中 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 別 表 第 七 の 二 十 一 の 項 の 下

欄 に 定 め る 額 か ら 、 別 表 第 九 の 下 欄 に 定 め る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 

５ 法 第 百 八 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 講 習 機 関 （ 以 下 「 指 定 講 習 機 関 」 と い う 。 ） が 行 う 法 第

百 八 条 の 二 第 一 項 第 二 号 、 第 十 号 又 は 第 十 四 号 に 掲 げ る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 二 十 八 号 の 講 習 手 数 料 を 当 該 指 定 講 習 機 関 に 納 め な け れ ば な ら な い 。 

６ 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 講 習 機 関 に 納 め ら れ た 講 習 手 数 料 は 、 当 該 指 定 講 習 機 関 の 収 入 と す る 。 

（ 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 関 係 手 数 料 ） 

第 八 条 の 二 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 こ

の 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 四 条 に 規 定 す る 自 動 車 運 転 代 行 業 の 認 定 を

受 け よ う と す る 者 は 、 自 動 車 運 転 代 行 業 認 定 申 請 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 自 動 車 運 転 代 行 業 認 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 一 万 二 千 円 と す る 。 

（ 警 備 業 法 関 係 手 数 料 ） 

第 九 条 警 備 業 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 百 十 七 号 。 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 十 に お い て 「 法 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種

別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 四 条 に 規 定 す る 警 備 業 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 警 備 業 認 定 申 請 手 数 料 

二 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 警 備 業 認 定 更 新 申 請 手 数 料 

三  法 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 

警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 交 付 申 請 手 数 料 

四 法 第 二 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 を 受 け よ う と す る 者 警 備

員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 手 数 料 

五 法 第 二 十 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 

警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 書 換 え 手 数 料 

六 法 第 二 十 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 

警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資 格 者 証 再 交 付 手 数 料 



 

七 法 第 二 十 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 に 対 す る 警 備 員 の 指 導 及 び 教 育 に 関 す

る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 現 任 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 手 数 料 
八 法 第 二 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 検 定 を 受 け よ う と す る 者 警 備 業 検 定 申 請 手 数 料 

九 法 第 二 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 検 定 の 合 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 検 定 合 格 証 明

書 交 付 申 請 手 数 料 

十 法 第 二 十 三 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 検 定 の 合 格 証 明 書 の 書 換 え を 受 け よ う と す る 者 検 定

合 格 証 明 書 書 換 え 手 数 料 

十 一 法 第 二 十 三 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 検 定 の 合 格 証 明 書 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 検

定 合 格 証 明 書 再 交 付 手 数 料 

十 二  法 第 四 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 

機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 交 付 申 請 手 数 料 

十 三 法 第 四 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 機 械 警 備 業 務 管 理 者 講 習 を 受 け よ う と す る 者 機 械

警 備 業 務 管 理 者 講 習 手 数 料 

十 四 法 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 書 換 え を 受 け よ う と

す る 者 機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 書 換 え 手 数 料 

十 五 法 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 再 交 付 を 受 け よ う と

す る 者 機 械 警 備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 再 交 付 手 数 料 

十 六 警 備 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 五 十 号 ） 附 則 第 五 条 に 規 定 す る 審 査 を

受 け よ う と す る 者 旧 法 検 定 合 格 者 審 査 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 十 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 額 と す る 。 

（ そ の 他 の 手 数 料 ） 

第 十 条 地 方 自 治 法 第 二 百 二 十 七 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 許 可 等 を 受 け よ う と す る 者

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 種 別 の 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

一 自 動 車 保 管 場 所 証 明 書 の 交 付 又 は 保 管 場 所 証 明 の 通 知 を 受 け よ う と す る 者 自 動 車 保 管 場 所

証 明 申 請 手 数 料 

二 自 動 車 保 管 場 所 証 明 書 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 自 動 車 保 管 場 所 証 明 書 再 交 付 手 数 料 

三 自 動 車 保 管 場 所 標 章 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 自 動 車 保 管 場 所 標 章 交 付 手 数 料 

四 自 動 車 保 管 場 所 標 章 の 再 交 付 を 受 け よ う と す る 者 自 動 車 保 管 場 所 標 章 再 交 付 手 数 料 

五 盗 難 等 の 被 害 届 出 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 盗 難 等 被 害 届 出 証 明 書 交 付 申 請 手 数

料 

六 遺 失 届 出 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 遺 失 届 出 証 明 書 交 付 申 請 手 数 料 

七 海 外 渡 航 者 の 犯 罪 経 歴 に 関 す る 証 明 書 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 海 外 渡 航 者 犯 罪 経 歴 証 明

書 交 付 申 請 手 数 料 

八 認 知 機 能 検 査 の 実 施 に 必 要 な 技 能 及 び 知 識 に 関 す る 講 習 を 受 け よ う と す る 者 認 知 機 能 検 査

員 講 習 手 数 料 

２ 前 項 の 手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 十 一 の 上 欄 に 掲 げ る 手 数 料 の 種 別 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定

め る 額 と す る 。 

（ 手 数 料 の 納 付 時 期 及 び 方 法 ） 

第 十 一 条 第 二 条 か ら 前 条 ま で に 掲 げ る 手 数 料 （ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条 第 五 項 に 掲 げ る 手 数

料 を 除 く 。 ） は 、 許 可 等 を 受 け よ う と す る 際 に 、 三 重 県 証 紙 条 例 （ 昭 和 四 十 年 三 重 県 条 例 第 十 二

号 ） に 定 め る 方 法 に よ り 納 付 す る も の と す る 。 

２ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 手 数 料 は 、 パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー を 作 動 さ せ よ う と す る 際 又 は パ

ー キ ン グ ・ チ ケ ッ ト の 発 給 を 受 け よ う と す る 際 に 、 パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー 又 は パ ー キ ン グ ・ チ ケ

ッ ト 発 給 設 備 に 表 示 す る 方 法 に よ り 納 付 す る も の と す る 。 

３ 第 八 条 第 五 項 に 掲 げ る 手 数 料 は 、 指 定 講 習 機 関 が 定 め る 時 期 及 び 方 法 に よ り 納 付 す る も の と す

る 。 

４ 既 に 納 付 さ れ た 手 数 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 事 務 の 性 質 上 理 由 が あ る 場 合 に は 、 こ の 限 り

で な い 。 



 

（ 他 の 条 例 と の 関 係 ） 
第 十 二 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 三 重 県 公 債 権 の 徴 収 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県

条 例 第 十 三 号 ） に 定 め る 事 項 に つ い て は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。 
附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 三 重 県 パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー 作 動 等 手 数 料 条 例 の 廃 止 ） 

２ 三 重 県 パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー 作 動 等 手 数 料 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 一 号 ） は 、 廃

止 す る 。 

（ 三 重 県 古 物 営 業 法 関 係 手 数 料 条 例 の 廃 止 ） 

３ 三 重 県 古 物 営 業 法 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。 

（ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ） 

４ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 七 十

五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 六 条 を 削 る 。 

附 則 （ 平 成 十 三 年 三 月 二 十 七 日 三 重 県 条 例 第 二 十 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 四 年 三 月 二 十 六 日 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 四 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 七 の 九 の 項 及 び 十 一 の 項 の 改

正 規 定 、 別 表 第 八 の 改 正 規 定 並 び に 別 表 第 九 の 改 正 規 定 は 、 平 成 十 四 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 附 則 第 二 条 第 七 項 の 規 定 に よ

り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 講 習 に 係 る 講 習 手 数 料 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の

別 表 第 七 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

附 則 （ 平 成 十 五 年 七 月 一 日 三 重 県 条 例 第 三 十 六 号 ） 

こ の 条 例 は 、 古 物 営 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 十 五 号 ） の 施 行 の 日

か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 五 年 十 二 月 二 十 四 日 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 八 条 第 五 項 の 規 定 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日

か ら 適 用 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 七 年 三 月 二 十 八 日 三 重 県 条 例 第 十 七 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る

日 か ら 施 行 す る 。 （ 平 成 二 十 年 七 月 三 重 県 規 則 第 六 十 五 号 で 、 同 二 十 一 年 一 月 四 日 か ら 施 行 ） 

附 則 （ 平 成 十 七 年 十 月 二 十 一 日 三 重 県 条 例 第 七 十 三 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 十 七 年 十 一 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 六 条 の 改 正 規 定 は 、 核

原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法

律 第 四 十 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 八 年 三 月 二 十 八 日 三 重 県 条 例 第 十 七 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 十 八 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 十 五 号 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 七 か ら 別 表 第 九 ま で の 改 正 規

定 は 、 平 成 十 九 年 六 月 二 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 九 十 号 ） 附 則 第 十 四 条 に 規 定 す る 者 に 対

す る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 別 表 第 七 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 の 二 十 の 項 中 「 普

通 自 動 車 免 許 」 と あ る の は 「 中 型 自 動 車 免 許 又 は 普 通 自 動 車 免 許 」 と 、 「 規 定 す る 普 通 自 動 車 」

と あ る の は 「 規 定 す る 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 九 十 号 ） 第 四 条 の 規

定 に よ る 改 正 前 の 道 路 交 通 法 の 規 定 に よ る 普 通 自 動 車 又 は 普 通 自 動 車 」 と し 、 同 表 の 二 十 五 の 項



 

（ 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 号 に 掲 げ る 講 習 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 中 「 普 通 自 動 車 免 許 」 と あ る

の は 「 中 型 自 動 車 免 許 又 は 普 通 自 動 車 免 許 」 と す る 。 

附 則 （ 平 成 十 九 年 十 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 七 十 号 ） 
こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 五 日 三 重 県 条 例 第 十 七 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 九 の 二 の 改 正 規 定 は 平

成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 、 第 十 一 条 第 一 項 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 別 表 第 十 二 に 一 項 を

加 え る 改 正 規 定 は 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 （ 平 成 二 十 一 年 四 月 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号

で 、 同 二 十 一 年 四 月 二 十 八 日 か ら 施 行 ） 

附 則 （ 平 成 二 十 一 年 十 月 二 十 三 日 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 四 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日 三 重 県 条 例 第 二 十 五 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 四 年 十 月 十 九 日 三 重 県 条 例 第 五 十 二 号 抄 ） 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日 三 重 県 条 例 第 四 十 五 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 六 年 三 月 二 十 七 日 三 重 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 

こ の 条 例 中 本 則 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 別 表 第 七 の 五 の 項 の 改 正 規 定 は 平 成 二 十 六 年

四 月 一 日 か ら 、 そ の 他 の 改 正 規 定 は 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第

四 十 三 号 ） 附 則 第 一 条 本 文 に 規 定 す る 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 七 日 三 重 県 条 例 第 十 五 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 七

年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 二 日 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。 

２ 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 三 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化

等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 申 請 が な さ れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 第 二 条

第 一 項 第 十 八 号 、 別 表 第 一 の 十 八 の 項 及 び 同 表 備 考 八 の 例 に よ り 、 手 数 料 を 徴 収 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 三 重 県 条 例 第 五 十 八 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附

則 第 二 条 の 規 定 に よ り 準 中 型 免 許 （ 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五

号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 八 十 四 条 第 三 項 の 準 中 型 自 動 車 免 許 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と み な

さ れ る 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 道 路 交 通 法 第 八 十 四 条 第 三 項 の 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る 者 又 は

改 正 法 附 則 第 五 条 の 規 定 に よ り 準 中 型 免 許 に 係 る 運 転 免 許 試 験 に 合 格 し た 者 と み な さ れ て 準 中 型

免 許 を 受 け て い る 者 の い ず れ か に 該 当 す る 者 （ 改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 限 定 が 解 除 さ

れ た 者 を 除 く 。 ） に 対 す る こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 別 表 第 七 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 表 二 十 の 項 中 「 準 中 型 自 動 車 の 」 と あ る の は 「 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 号 ） に よ る 改 正 前 の 法 の 規 定 に よ る 普 通 自 動 車 に 相 当 す る 自 動 車

の 」 と 、 「 二 千 円 」 と あ る の は 「 千 九 百 五 十 円 」 と 、 「 四 千 六 百 五 十 円 」 と あ る の は 「 二 千 八 百 五

十 円 」 と 、 同 表 二 十 六 の 項 中 「 二 千 百 五 十 円 」 と あ る の は 「 二 千 五 十 円 」 と す る 。 

３ 新 法 第 百 一 条 第 一 項 の 更 新 期 間 が 満 了 す る 日 （ 新 法 第 百 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許

証 の 有 効 期 間 の 更 新 の 申 請 を し よ う と す る 者 に あ っ て は 、 当 該 申 請 を す る 日 ） に お け る 年 齢 が 七



 

十 歳 以 上 の 者 で あ っ て 、 当 該 日 が こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 し た 日 前 で あ る も

の に 対 す る 新 法 第 百 一 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ る 講 習 に 係 る 講 習 手 数 料 に つ い て は 、 こ

の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 別 表 第 七 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。 
附 則 （ 平 成 三 十 年 三 月 二 十 二 日 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 元 年 七 月 二 日 三 重 県 条 例 第 十 二 号 ） 

こ の 条 例 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

一 別 表 第 一 、 別 表 第 六 及 び 別 表 第 十 の 改 正 規 定 令 和 元 年 十 月 一 日 

二 第 十 一 条 、 第 十 二 条 及 び 別 表 第 十 二 の 改 正 規 定 令 和 元 年 十 月 十 五 日 

附 則 （ 令 和 元 年 十 月 二 十 五 日 三 重 県 条 例 第 二 十 四 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 元 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 二 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 条 例 第 十 六 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日 三 重 県 条 例 第 五 十 一 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 三 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 四 年 三 月 二 十 八 日 三 重 県 条 例 第 十 三 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 五 月 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 六 の 改 正 規 定 は 、 同 年 四

月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 五 年 三 月 二 十 日 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 五 年 六 月 三 十 日 三 重 県 条 例 第 三 十 号 ） 

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日 三 重 県 条 例 第 三 十 九 号 抄 ） 

（ 施 行 期 日 等 ） 

１ こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 一 月 十 五 日 か ら 施 行 し 、 以 下 略 

（ 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ） 

３ こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 、 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 第 十 二 条 第 一

項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 同 条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 の

許 可 等 を 受 け よ う と し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

   附 則 （ 令 和 六 年 三 月 二 十 五 日 三 重 県 条 例 第 十 四 号 ） 

    こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 区 分 手 数 料 の 額 

一 風 俗 営 業 許 可

申 請 手 数 料 

イ ぱ ち ん こ 屋 又 は 風 俗 営 業 等 の 規

制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法

律 施 行 令 （ 昭 和 五 十 九 年 政 令 第 三

百 十 九 号 。 以 下 こ の 表 に お い て

「 政 令 」 と い う 。 ） 第 八 条 に 規 定

す る 営 業 に つ い て 法 第 三 条 第 一 項

の 許 可 （ 以 下 こ の 表 に お い て 単 に

「 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と

す る 場 合 で 営 業 所 に 設 置 す る 遊 技

機 に 法 第 二 十 条 第 二 項 の 認 定 （ 以

下 こ の 表 に お い て 単 に 「 認 定 」 と

い う 。 ） を 受 け た 遊 技 機 以 外 の 遊

技 機 （ 以 下 こ の 表 に お い て 「 未 認

定 遊 技 機 」 と い う 。 ） が な い と

き 。 

ａ 三 月 以 内

の 期 間 を 限

っ て 営 む 営

業 

一 万 五 千 円 

 ｂ そ の 他 の

営 業 

二 万 五 千 円 



 

 ロ ぱ ち ん こ 屋 又 は 政 令 第 八 条 に 規 定 す る 営 業 に つ

い て 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 で 営 業 所 に 設 置 す

る 遊 技 機 に 未 認 定 遊 技 機 が あ る と き 。 

イ イ の ａ 又 は ｂ の 下 欄

に 定 め る 額 に 、 二 千 八

百 円 （ 法 第 二 十 条 第 四

項 の 検 定 （ 以 下 こ の 表

に お い て 単 に 「 検 定 」

と い う 。 ） を 受 け た 型

式 に 属 す る 未 認 定 遊

技 機 以 外 の 未 認 定 遊

技 機 （ 以 下 こ の 表 に お

い て 「 特 定 未 認 定 遊 技

機 」 と い う 。 ） が あ る

場 合 に あ っ て は 、 五 千

六 百 円 に 当 該 特 定 未

認 定 遊 技 機 が 属 す る

型 式 の 数 を 二 千 四 百

円 に 乗 じ て 得 た 額 を

加 算 し た 額 ） を 加 算 し

た 額 に 、 未 認 定 遊 技 機

一 台 ご と に 四 十 円 （ 特

定 未 認 定 遊 技 機 に つ

い て は 、 そ れ ぞ れ 九 の

項 の ハ の 下 欄 に 定 め

る 額 か ら 八 千 円 を 減

じ た 額 ） を 加 算 し た 額 

 ハ ぱ ち ん こ 屋 及 び 政 令 第 八 条 に 規

定 す る 営 業 以 外 の 風 俗 営 業 に つ い

て 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 

ａ 三 月 以 内

の 期 間 を 限

っ て 営 む 営

業 
一 万 四 千 円 

 ｂ そ の 他 の

営 業 

二 万 四 千 円 

二 許 可 証 再 交 付

手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 千 百 円 

そ の 他 の 場 合 千 二 百 円 

三 相 続 承 認 申 請

手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 八 千 七 百 円 

そ の 他 の 場 合 九 千 円 

四 合 併 承 認 申 請

手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 一 万 二 千 円 

そ の 他 の 場 合 一 万 二 千 円 

四 の 二 分 割 承 認

申 請 手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 一 万 二 千 円 

そ の 他 の 場 合 一 万 二 千 円 

五 変 更 承 認 申 請

手 数 料 

 九 千 九 百 円 

六 許 可 証 書 換 え

手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 千 四 百 円 

そ の 他 の 場 合 千 五 百 円 

七 特 例 認 定 申 請

手 数 料 

 一 万 三 千 円 

八 特 例 認 定 証 再

交 付 手 数 料 

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 千 百 円 

そ の 他 の 場 合 千 二 百 円 

九 遊 技 機 認 定 申

請 手 数 料 

イ 法 第 二 十 条 第 五 項 の 指 定 試 験 機 関 （ 以 下 こ の 表

に お い て 単 に 「 指 定 試 験 機 関 」 と い う 。 ） が 行 う

二 千 二 百 円 



 

認 定 に 必 要 な 試 験 （ 以 下 こ の 表 に お い て 「 遊 技 機

試 験 」 と い う 。 ） を 受 け た 遊 技 機 に つ い て 認 定 を

受 け よ う と す る 場 合 

 ロ 検 定 を 受 け た 型 式 に 属 す る 遊 技 機 （ 遊 技 機 試 験

を 受 け た も の を 除 く 。 ） に つ い て 認 定 を 受 け よ う

と す る 場 合 

四 千 三 百 四 十 円 

 ハ イ 又 は ロ

の 遊 技 機 以

外 の 遊 技 機

に つ い て 認

定 を 受 け よ

う と す る 場

合 
１ ぱ ち ん こ 遊 技 機  

  ａ 入 賞 を 容

易 に す る た

め の 装 置 で

あ っ て 国 家

公 安 委 員 会

規 則 で 定 め

る も の （ 以

下 こ の 表 に

お い て 「 特

定 装 置 」 と

い う 。 ） が

設 け ら れ て

い る も の

（ 当 該 特 定

装 置 を 連 続

し て 作 動 さ

せ る こ と が

で き る も の

に 限 る 。 ） 

ⅰ マ イ ク ロ

プ ロ セ ッ サ

ー （ 電 子 計

算 機 の 中 央

演 算 処 理 装

置 を 構 成 す

る 集 積 回 路

を い う 。 以

下 こ の 表 に

お い て 同

じ 。 ） を 内

蔵 す る も の 

三 万 五 千 円 

   ⅱ ⅰ に 掲 げ

る も の 以 外

の も の 

一 万 六 千 三 百 円 

   ｂ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ ａ に 掲 げ

る も の を 除

く 。 ） 

ⅰ マ イ ク ロ

プ ロ セ ッ サ

ー を 内 蔵 す

る も の 

二 万 九 千 円 

   ⅱ ⅰ に 掲 げ

る も の 以 外

の も の 

一 万 六 千 三 百 円 

   Ｃ ａ 又 は ｂ に 掲 げ る も の 以 外

の も の 

一 万 四 千 四 百 円 

  ２ 回 胴 式 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

五 万 九 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 三 千 円 

  ３ ア レ ン ジ ボ ー ル 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

三 万 五 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 一 万 九 千 円 

  ４ じ ゃ ん 球 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

三 万 五 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 一 万 九 千 円 



 

  ５ １ か ら ４ ま で に 掲 げ る 遊 技 機 以

外 の 遊 技 機 

 

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

二 万 九 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 一 万 二 千 六 百 円 

十 遊 技 機 検 定 申

請 手 数 料 
イ 指 定 試 験 機 関 が 行 う 検 定 に 必 要 な 試 験 （ 以 下 こ

の 表 に お い て 「 型 式 試 験 」 と い う 。 ） を 受 け た 型

式 に つ い て 検 定 を 受 け よ う と す る 場 合 

三 千 九 百 円 

 ロ 検 定 を 受 け よ う と す る 都 道 府 県 公 安 委 員 会 以 外

の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 検 定 を 受 け た 型 式 （ 型 式

試 験 を 受 け た も の を 除 く 。 ） に つ い て 検 定 を 受 け

よ う と す る 場 合 

六 千 三 百 円 

 ハ イ 又 は ロ

の 型 式 以 外

の 型 式 に つ

い て 検 定 を

受 け よ う と

す る 場 合 

１ ぱ ち ん こ 遊 技 機  

  ａ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ 当 該 特 定

装 置 を 連 続

し て 作 動 さ

せ る こ と が

で き る も の

に 限 る 。 ） 

ⅰ マ イ ク ロ

プ ロ セ ッ サ

ー を 内 蔵 す

る も の 

百 四 十 三 万 五 千 円 

  ⅱ ⅰ に 掲 げ

る も の 以 外

の も の 

四 十 三 万 八 千 円 

   ｂ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ ａ に 掲 げ

る も の を 除

く 。 ） 

ⅰ マ イ ク ロ

プ ロ セ ッ サ

ー を 内 蔵 す

る も の 
百 十 二 万 八 千 円 

   ⅱ ⅰ に 掲 げ

る も の 以 外

の も の 

四 十 三 万 八 千 円 

   ｃ ａ 又 は ｂ に 掲 げ る も の 以 外

の も の 

三 十 三 万 八 千 円 

  ２ 回 胴 式 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

百 六 十 二 万 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 七 万 九 千 円 

  ３ ア レ ン ジ ボ ー ル 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

百 十 四 万 八 千 円 

   ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 八 万 二 千 円 

  ４ じ ゃ ん 球 遊 技 機  

   ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

百 十 四 万 七 千 円 

    ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 八 万 千 円 

十 一 遊 技 機 試 験

申 請 手 数 料 

イ ぱ ち ん こ 遊 技 機 に つ い て 遊 技 機 試 験 を 受 け よ う

と す る 場 合 

 

 １ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

四 万 三 千 三 百 円 



 

  て い る も の

（ 当 該 特 定

装 置 を 連 続

し て 作 動 さ

せ る こ と が

で き る も の

に 限 る 。 ） 

ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 三 千 百 円 

  ２ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ １ に 掲 げ

る も の を 除

く 。 ） 

ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

三 万 六 千 三 百 円 

  ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 三 千 円 

  ３ １ 又 は ２ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 千 円 

 ロ 回 胴 式 遊 抜 機 に つ い て 遊 技 機 試 験 を 受 け よ う と

す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 六 万 八 千 三 百 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 三 万 三 百 円 

 ハ ア レ ン ジ ボ ー ル 遊 技 機 に つ い て 遊 技 機 試 験 を 受

け よ う と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 四 万 二 千 三 百 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 六 千 三 百 円 

 ニ じ ゃ ん 球 遊 技 機 に つ い て 遊 技 機 試 験 を 受 け よ う

と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 四 万 二 千 三 百 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 六 千 三 百 円 

 ホ イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 遊 技 機 以 外 の 遊 技 機 に つ

い て 遊 技 機 試 験 を 受 け よ う と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 三 万 六 千 三 百 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 一 万 九 千 百 円 

十 二 型 式 試 験 申

請 手 数 料 

イ ぱ ち ん こ 遊 技 機 の 型 式 に つ い て 型 式 試 験 を 受 け

よ う と す る 場 合 

 

  １ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ 当 該 特 定

装 置 を 連 続

し て 作 動 さ

せ る こ と が

で き る も の

に 限 る 。 ） 

ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

百 四 十 四 万 二 千 円 

  ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 四 万 五 千 円 

  ２ 特 定 装 置

が 設 け ら れ

て い る も の

（ １ に 掲 げ

る も の を 除

く 。 ） 

ａ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内

蔵 す る も の 

百 十 三 万 五 千 円 

  ｂ ａ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 四 万 五 千 円 



 

  ３ １ 又 は ２ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 三 十 四 万 五 千 円 

 ロ 回 胴 式 遊 技 機 の 型 式 に つ い て 型 式 試 験 を 受 け よ

う と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 百 六 十 二 万 八 千 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 八 万 六 千 円 

 ハ ア レ ン ジ ボ ー ル 遊 技 機 の 型 式 に つ い て 型 式 試 験

を 受 け よ う と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 百 十 五 万 五 千 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 八 万 九 千 円 

 ニ じ ゃ ん 球 遊 技 機 の 型 式 に つ い て 型 式 試 験 を 受 け

よ う と す る 場 合 

 

  １ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー を 内 蔵 す る も の 百 十 五 万 四 千 円 

  ２ １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の 四 十 八 万 八 千 円 

十 三 遊 技 機 変 更

承 認 申 請 手 数 料 

イ 承 認 を 受 け よ う と す る 遊 技 機 に 未 認 定 遊 技 機 が

な い 場 合 

二 千 四 百 円 

ロ 承 認 を 受 け よ う と す る 遊 技 機 に 未 認 定 遊 技 機 が

あ る 場 合 

五 五 千 二 百 円 （ 特 定 未 認

定 遊 技 機 が あ る 場 合

に あ っ て は 、 八 千 円 に

当 該 特 定 未 認 定 遊 技

機 が 属 す る 型 式 の 数

を 二 千 四 百 円 に 乗 じ

て 得 た 額 を 加 算 し た

額 ） に 、 未 認 定 遊 技 機

一 台 ご と に 四 十 円 （ 特

定 未 認 定 遊 技 機 に つ

い て は 、 そ れ ぞ れ 九 の

項 の ハ の 下 欄 に 定 め

る 額 か ら 八 千 円 を 減

じ た 額 ） を 加 算 し た 額 

十 四 営 業 所 管 理

者 講 習 手 数 料 

 講 習 一 時 間 に つ き 

六 百 五 十 円 

十 五 届 出 確 認 書

交 付 手 数 料 

イ 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 又 は 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 を 営 も う と す る 者 

一 万 千 九 百 円 

 ロ 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の う ち 、 法 第 二 条 第 七

項 第 一 号 の 営 業 を 営 も う と す る 者 で 当 該 営 業 に つ

き 受 付 所 を 設 け よ う と す る も の 

三 三 千 四 百 円 と 八 千 五

百 円 に 受 付 所 の 数 を

乗 じ て 得 た 額 と の 合

計 額 

 ハ 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 、 映 像 送 信 型 性 風 俗 特

殊 営 業 若 し く は 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 も

う と す る 者 （ ロ に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 又 は 風 俗 営

業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 十 九 号 ）

附 則 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 店 舗 型 性 風 俗 特 殊

営 業 等 の 届 出 書 を 提 出 し た も の と み な さ れ る 者 

三 千 四 百 円 

十 六 変 更 届 出 確

認 書 交 付 手 数 料 

イ 変 更 に 係 る 事 項 が 受 付 所 の 新 設 に 係 る も の で あ

る 場 合 

千 千 九 百 円 と 八 千 五 百

円 に 当 該 新 設 に 係 る

受 付 所 の 数 を 乗 じ て

得 た 額 と の 合 計 額 



 

 ロ イ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 千 五 百 円 
十 七 届 出 確 認 書

再 交 付 手 数 料 

 千 二 百 円 

十 八 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 許 可 申

請 手 数 料 

イ 三 月 以 内 の 期 間 を 限 っ て 営 む 営 業 一 万 四 千 円 

ロ そ の 他 の 営 業 二 万 四 千 円 

備 考 

一 一 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 八

千 六 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

二 法 第 四 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 が 適 用 さ

れ る 営 業 所 に つ き 一 の 項 又 は 十 八 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 に お け る 手 数 料 の 額 は 、

そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 に 六 千 八 百 円 を 加 算 し た 額 と す る 。 

三 三 の 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 承 認 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 五

千 二 百 円 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 は 四 千 八 百 円 ） を 減 じ た 額 と す る 。 

四 四 の 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 承 認 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 八

千 二 百 円 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 は 七 千 七 百 円 ） を 減 じ た 額 と す る 。 

四 の 二 四 の 二 の 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 承 認 を 受 け よ

う と す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 承 認 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る

額 か ら 八 千 二 百 円 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 は 七 千 七 百 円 ） を 減 じ た 額

と す る 。 

五 七 の 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 認 定 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 三

千 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

六 九 の 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 当 該 認 定 に 係 る 遊 技 機 と 同 一 の 型

式 に 属 す る 他 の 遊 技 機 に つ い て 認 定 を 受 け よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 遊 技 機 の 認 定 に

係 る 手 数 料 の 額 は 、 同 項 下 欄 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の イ の 場 合 に あ っ て は 零 円 と し 、 同

項 の ロ の 場 合 に あ っ て は 四 十 円 と し 、 同 項 の ハ の 場 合 に あ っ て は そ れ ぞ れ 同 項 の ハ の 下 欄 に

定 め る 額 か ら 八 千 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

七 十 一 の 項 の 試 験 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 当 該 試 験 に 係 る 遊 技 機 と 同 一 の

型 式 に 属 す る 他 の 遊 技 機 に つ い て 試 験 を 受 け よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 遊 技 機 の 試 験

に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 一 万 四 千 三 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

八 十 八 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と す

る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら

八 千 七 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

 

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 手 数 料 の 額 

一 古 物 営 業 許 可 申 請 手 数 料 一 万 九 千 円 

二 古 物 営 業 許 可 証 再 交 付 手 数 料 千 三 百 円 

三 古 物 営 業 許 可 証 書 換 え 手 数 料 千 五 百 円 

四 古 物 競 り あ っ せ ん 業 認 定 申 請 手 数 料 一 万 七 千 円 

 

別 表 第 三 （ 第 四 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 区 分 手 数 料 の 額 



 

一 猟 銃 用 火 薬 類

等 譲 渡 許 可 申 請

手 数 料 

 千 二 百 円 
二 猟 銃 用 火 薬 類

等 譲 受 許 可 申 請

手 数 料 

イ 火 工 品 の み に つ い て の 許 可 の 審 査 二 千 四 百 円 

ロ イ 以 外 の

許 可 の 審 査 

 申 請 に 係 る 火 薬 類 （ 火 工 品 を 除

く 。 ） の 数 量 が 二 十 五 キ ロ グ ラ ム 以

下 の 場 合 

三 千 五 百 円 

   申 請 に 係 る 火 薬 類 （ 火 工 品 を 除

く 。 ） の 数 量 が 二 十 五 キ ロ グ ラ ム を

超 え る 場 合 

六 千 九 百 円 

三 火 薬 類 運 搬 証

明 書 交 付 手 数 料 

 二 千 百 円 

四 輸 入 許 可 申 請

手 数 料 

イ 申 請 に 係 る 火 薬 及 び 爆 薬 の 数 量 が 二 十 五 キ ロ グ ラ

ム 以 下 の 場 合 

一 万 二 千 円 

 ロ イ 以 外 の 場 合 二 万 五 千 円 

 

別 表 第 四 （ 第 五 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 手 数 料 の 額 

一 質 屋 営 業 許 可 申 請 手 数 料 二 万 二 千 円 

二 質 屋 営 業 所 移 転 許 可 申 請 手 数 料 一 万 二 千 円 

三 質 屋 営 業 所 管 理 者 新 設 ・ 変 更 許 可 申 請 手 数 料 五 千 七 百 円 

四 質 屋 営 業 許 可 証 書 換 え 手 数 料 千 五 百 円 

五 質 屋 営 業 許 可 証 再 交 付 手 数 料 千 三 百 円 

 

別 表 第 五 （ 第 六 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 手 数 料 の 額 

一 運 搬 証 明 書 交 付 手 数 料 一 万 五 千 円 

二 運 搬 証 明 書 書 換 え 手 数 料 五 千 四 百 円 

三 運 搬 証 明 書 再 交 付 手 数 料 二 千 二 百 円 

 

別 表 第 六 （ 第 七 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 区 分 手 数 料 の 額 

一 銃 砲 等 又 は 刀

剣 類 所 持 許 可 申

請 手 数 料 

 一 万 五 百 円 

一 の 二 認 知 機 能

検 査 受 検 手 数 料 

 六 百 五 十 円 

二 猟 銃 等 取 扱 講

習 手 数 料 

 現 に 法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 許 可 を

受 け て 猟 銃 又 は 空 気 銃 を 所 持 す る 者 及 び 法 第 五

条 の 二 第 三 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 者 

三 千 円 

 そ の 他 の 者 六 千 九 百 円 

二 の 二 ク ロ ス ボ

ウ 取 扱 講 習 手 数

料 

 現 に 法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 許 可 を

受 け て ク ロ ス ボ ウ を 所 持 す る 者 

三 千 円 

そ の 他 の 者 六 千 九 百 円 

三 猟 銃 技 能 検 定

申 請 手 数 料 

 二 万 二 千 円 



 

三 の 二 猟 銃 技 能

講 習 手 数 料 

 一 万 四 千 円 
四 国 際 競 技 参 加

外 国 人 銃 砲 等 又

は 刀 剣 類 所 持 許

可 申 請 手 数 料 

 三 千 九 百 円 

五 銃 砲 所 持 許 可

証 追 記 申 請 手 数

料 

 六 千 八 百 円 

五 の 二 ク ロ ス ボ

ウ 所 持 許 可 証 追

記 申 請 手 数 料 

 六 千 八 百 円 

六 許 可 証 書 換 え

手 数 料 

 千 六 百 円 

七 許 可 証 再 交 付

手 数 料 

 千 九 百 円 

八 猟 銃 等 所 持 許

可 更 新 申 請 手 数

料 

新 た な 許 可 証 の 交 付 を 伴 う も の 七 千 二 百 円 

新 た な 許 可 証 の 交 付 を 伴 わ な い も の 六 千 八 百 円 

八 の 二 ク ロ ス ボ

ウ 所 持 許 可 更 新

申 請 手 数 料 

新 た な 許 可 証 の 交 付 を 伴 う も の 七 千 二 百 円 

新 た な 許 可 証 の 交 付 を 伴 わ な い も の 六 千 八 百 円 

九 射 撃 教 習 資 格

認 定 申 請 手 数 料 

 八 千 九 百 円 

十 猟 銃 等 射 撃 練

習 資 格 認 定 申 請

手 数 料 

 八 千 九 百 円 

十 一 年 少 射 撃 資

格 認 定 申 請 手 数

料 

 九 千 六 百 円 

十 二 年 少 射 撃 資

格 認 定 証 書 換 え

手 数 料 

 千 八 百 円 

十 三 年 少 射 撃 資

格 認 定 証 再 交 付

手 数 料 

 千 九 百 円 

十 四 年 少 射 撃 資

格 講 習 受 講 手 数

料 

 九 千 八 百 円 

十 五 ク ロ ス ボ ウ

射 撃 練 習 資 格 認

定 申 請 手 数 料 

 九 千 三 百 円 

備 考 

一 一 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 三

千 八 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 



 

二 四 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 二

千 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

三 五 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る

場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 二

千 五 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

四 五 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 八 の 項 の 許 可 の 更 新 を 受 け よ う と

す る 場 合 に お け る 同 項 の 許 可 の 更 新 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か ら

二 千 三 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

五 五 の 二 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 を 受 け よ う と

す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る 額 か

ら 二 千 五 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

六 五 の 二 の 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 八 の 二 の 項 の 許 可 の 更 新 を 受

け よ う と す る 場 合 に お け る 同 項 の 許 可 の 更 新 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め

る 額 か ら 二 千 四 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

七 八 の 項 の 許 可 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 の 更 新 を 受

け よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 の 更 新 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下

欄 に 定 め る 額 か ら 二 千 四 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

八 八 の 二 の 項 の 許 可 の 更 新 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 許 可 の 更 新

を 受 け よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 許 可 の 更 新 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同

項 下 欄 に 定 め る 額 か ら 二 千 四 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

九 十 一 の 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 認 定 を 受 け よ う と す

る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 認 定 の 申 請 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る

額 か ら 三 千 七 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

十 十 五 の 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 が 本 県 に お い て 同 時 に 他 の 同 項 の 認 定 を 受 け よ う と す

る 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 認 定 の 申 請 に 係 る 手 数 料 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 同 項 下 欄 に 定 め る

額 か ら 三 千 七 百 円 を 減 じ た 額 と す る 。 

 

別 表 第 七 （ 第 八 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 区 分 手 数 料 の 額 

一 パ ー キ ン グ ・

メ ー タ ー 作 動 等

手 数 料 

 一 回 に つ き 

二 百 円 

二 登 録 審 査 申 請

手 数 料 

 二 万 三 千 円 

三 登 録 更 新 審 査

申 請 手 数 料 

 二 万 三 千 円 

四 駐 車 監 視 員 資

格 者 証 交 付 申 請

手 数 料 

 九 千 九 百 円 

五 駐 車 監 視 員 資

格 者 講 習 手 数 料 

 二 万 円 

六 駐 車 監 視 員 資

格 者 認 定 申 請 手

数 料 

 四 千 五 百 円 

七 駐 車 監 視 員 資

格 者 証 書 換 え 手

数 料 

 二 千 百 円 



 

八 駐 車 監 視 員 資

格 者 証 再 交 付 手

数 料 

 千 八 百 円 
九 特 定 自 動 運 行

許 可 申 請 手 数 料 

 七 万 九 千 二 百 円 

十 特 定 自 動 運 行

計 画 変 更 許 可 申

請 手 数 料 

 七 万 八 千 五 百 円 

十 一 道 路 使 用 許

可 申 請 手 数 料 

 一 件 に つ き 

二 千 三 百 円 

十 二 道 路 使 用 許

可 証 再 交 付 手 数

料 

 一 件 に つ き 

五 百 円 

十 三 運 転 免 許 試

験 手 数 料 

 大 型 自 動 車 免 許 、

中 型 自 動 車 免 許 又

は 準 中 型 自 動 車 免

許 に 係 る 試 験 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号

又 は 第 二 号 に 該 当 し て 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 五 百 五 十 円 

  法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号

又 は 第 五 号 に 該 当 し て 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 九 百 円 

    政 令 第 三 十 三 条 の

六 の 二 第 六 号 に 掲

げ る や む を 得 な い

理 由 の た め 免 許 証

の 更 新 を 受 け る こ

と が で き な か っ た

者 に 対 す る 試 験 

八 百 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 
四 千 百 円 

    法 第 九 十 七 条 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 行 う

試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車

を 使 用 し て 受 け る

場 合 

六 千 六 百 円 

  普 通 自 動 車 免 許 に

係 る 試 験 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号

又 は 第 二 号 に 該 当 し て 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 七 百 五 十 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号

又 は 第 五 号 に 該 当 し て 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 九 百 円 

    政 令 第 三 十 三 条 の

六 の 二 第 六 号 に 掲

げ る や む を 得 な い

理 由 の た め 免 許 証

の 更 新 を 受 け る こ

と が で き な か っ た

者 に 対 す る 試 験 

八 百 円 



 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 

二 千 五 百 五 十 円 

    法 第 九 十 七 条 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 行 う

試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車

を 使 用 し て 受 け る

場 合 

三 千 三 百 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免

許 （ 大 型 特 殊 自 動

車 免 許 、 大 型 自 動

二 輪 車 免 許 、 普 通

自 動 二 輪 車 免 許 又

は 牽 引 免 許 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）

又 は 大 型 特 殊 自 動

車 第 二 種 免 許 若 し

く は 牽 引 第 二 種 免

許 に 係 る 試 験 

法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に

該 当 し て 同 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け る 場 合 

千 七 百 五 十 円 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 又

は 第 五 号 に 該 当 し て 同 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 九 百 円 

  政 令 第 三 十 三 条 の

六 の 二 第 六 号 に

掲 げ る や む を 得

な い 理 由 の た め

免 許 証 の 更 新 を

受 け る こ と が で

き な か っ た 者 に

対 す る 試 験 

八 百 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 

二 千 六 百 円 

    法 第 九 十 七 条 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 行 う

試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車

を 使 用 し て 受 け る

場 合 

四 千 五 十 円 

  小 型 特 殊 自 動 車 免

許 又 は 原 動 機 付 自

転 車 免 許 に 係 る 試

験 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 九 百 円 

   政 令 第 三 十 三 条 の

六 の 二 第 六 号 に 掲

げ る や む を 得 な い

理 由 の た め 免 許 証

の 更 新 を 受 け る こ

と が で き な か っ た

者 に 対 す る 試 験 

八 百 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 

千 五 百 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種

免 許 、 中 型 自 動 車

第 二 種 免 許 又 は 普

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 二 号

に 該 当 し て 同 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 場 合 

千 七 百 円 



 

 通 自 動 車 第 二 種 免

許 に 係 る 試 験 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号

又 は 第 五 号 に 該 当 し て 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 場 合 

千 九 百 円 

    政 令 第 三 十 三 条 の

六 の 二 第 六 号 に 掲

げ る や む を 得 な い

理 由 の た め 免 許 証

の 更 新 を 受 け る こ

と が で き な か っ た

者 に 対 す る 試 験 

八 百 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 

四 千 八 百 円 

    法 第 九 十 七 条 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 行 う

試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車

を 使 用 し て 受 け る

場 合 

七 千 六 百 五 十 円 

  仮 運 転 免 許 に 係 る

試 験 

 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 二 号

に 該 当 し て 同 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 場 合 

千 七 百 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 四 号

に 該 当 し て 同 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 場 合 

千 五 百 五 十 円 

   法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け な い 場 合 

二 千 九 百 円 

    法 第 九 十 七 条 第 一

項 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て 行 う

試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車

を 使 用 し て 受 け る

場 合 

四 千 三 百 五 十 円 

十 四 検 査 手 数 料  大 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 、 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 を 受 け て い る 者 に 対 す る 法 第 八

十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と い

う 。 ） 

三 千 九 百 円 

   公 安 委 員 会 が 提 供

す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

六 千 四 百 円 

 普 通 自 動 車 仮 運 転 免 許 を 受 け て い る 者 に 対 す る 検 査 三 千 七 百 五 十 円 

   公 安 委 員 会 が 提 供

す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

四 千 五 百 五 十 円 

十 五 審 査 手 数 料  千 四 百 円 



 

  公 安 委 員 会 が 提 供

す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

二 千 八 百 五 十 円 
十 六 免 許 証 交 付

手 数 料 

 第 一 種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 （ 政

令 第 三 十 三 条 の 六 の 二 第 六 号 に 掲 げ る や む を 得 な い 理

由 の た め 免 許 証 の 更 新 を 受 け る こ と が で き な か っ た 者

で あ っ て 、 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 該 当 し て

同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た も の に 対 す る 交 付 の 場 合 を

除 く 。 ） 

二 千 五 十 円 

   法 第 九 十 二 条 第 一 項 後 段 の 規 定

に よ り 、 一 の 種 類 の 免 許 に 係 る

免 許 証 に 他 の 種 類 の 免 許 に 係 る

事 項 を 記 載 し て そ の 種 類 の 免 許

に 係 る 免 許 証 の 交 付 に 代 え る 場

合 

 二 千 五 十 円 に 、 当

該 他 の 種 類 の 免 許

に 係 る 事 項 を 記 載

す る ご と に 二 百 円

を 加 算 し た 額 

  第 一 種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 （ 政

令 第 三 十 三 条 の 六 の 二 第 六 号 に 掲 げ る や む を 得 な い 理

由 の た め 免 許 証 の 更 新 を 受 け る こ と が で き な か っ た 者

で あ っ て 、 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 該 当 し て

同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た も の に 対 す る 交 付 の 場 合 に

限 る 。 ） 

千 七 百 円 

   法 第 九 十 二 条 第 一 項 後 段 の 規 定

に よ り 、 一 の 種 類 の 免 許 に 係 る

免 許 証 に 他 の 種 類 の 免 許 に 係 る

事 項 を 記 載 し て そ の 種 類 の 免 許

に 係 る 免 許 証 の 交 付 に 代 え る 場

合 

 千 七 百 円 に 、 当 該

他 の 種 類 の 免 許 に

係 る 事 項 を 記 載 す

る ご と に 二 百 円 を

加 算 し た 額 

 仮 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 千 百 五 十 円 

十 七 免 許 証 再 交

付 手 数 料 

第 一 種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 二 千 二 百 五 十 円 

仮 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 千 百 五 十 円 

十 八 技 能 検 定 員

資 格 者 証 交 付 手

数 料 

 千 百 五 十 円 

十 九 技 能 検 定 員

審 査 手 数 料 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免

許 に 係 る 法 第 九 十 九 条 の 二 第 四 項 第 一 号 イ の 規 定 に よ

る 審 査 （ 以 下 「 技 能 検 定 員 審 査 」 と い う 。 ） 

二 万 三 千 四 百 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 一 万 九 千 五 百 円 

 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 一 万 四 千 七 百 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 、 中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 又 は 普

通 自 動 車 第 二 種 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 で 、 こ れ ら

の 免 許 に 対 応 す る 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 資

格 者 証 の 交 付 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の （ 以 下 「 大

型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 」 と い

う 。 ） 

二 万 千 五 百 円 

二 十 教 習 指 導 員

資 格 者 証 交 付 手

数 料 

 千 百 五 十 円 



 

二 十 一 教 習 指 導

員 審 査 手 数 料 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免

許 に 係 る 法 第 九 十 九 条 の 三 第 四 項 第 一 号 イ の 規 定 に よ

る 審 査 （ 以 下 「 教 習 指 導 員 審 査 」 と い う 。 ） 

一 万 四 千 五 百 五 十
円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 一 万 千 八 百 五 十 円 

 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 九 千 六 百 五 十 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 、 中 型 自 動 車 第 二 種 免 許 又 は 普

通 自 動 車 第 二 種 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 で 、 こ れ ら

の 免 許 に 対 応 す る 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 資

格 者 証 の 交 付 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の （ 以 下 「 大

型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 」 と い

う 。 ） 

一 万 二 千 四 百 五 十
円 

二 十 二 再 試 験 手

数 料 

準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 千 九 百 円 

   法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

準 中 型 自 動 車 の 運 転 に つ い て 必

要 な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公

安 委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使

用 し て 受 け る 場 合 

四 千 四 百 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 千 七 百 五 十 円 

   法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 の 運 転 に つ い て 必 要

な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公 安

委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

二 千 五 百 五 十 円 

  大 型 自 動 二 輪 車 免 許 又 は 普 通 自 動 二 輪 車 免 許 に 係 る 再

試 験 

千 六 百 五 十 円 

   法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

大 型 自 動 二 輪 車 又 は 普 通 自 動 二

輪 車 の 運 転 に つ い て 必 要 な 技 能

に つ い て 行 う 試 験 を 公 安 委 員 会

が 提 供 す る 自 動 車 を 使 用 し て 受

け る 場 合 

三 千 百 円 

 原 動 機 付 自 転 車 免 許 に 係 る 再 試 験 千 円 

二 十 三 免 許 証 更

新 手 数 料 

 免 許 の 更 新 （ 法 第 百 一 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り

免 許 証 の 更 新 の 申 請 を す る 場 合 を 除 く 。 ） 

二 千 五 百 円 

  免 許 の 更 新 （ 法 第 百 一 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り

免 許 証 の 更 新 の 申 請 を す る 場 合 に 限 る 。 ） 

二 千 五 百 五 十 円 

二 十 四 経 由 手 数

料 

 五 百 五 十 円 

二 十 五 運 転 経 歴

証 明 書 交 付 手 数

料 

 千 百 円 

二 十 六 運 転 経 歴

証 明 書 再 交 付 手

数 料 

 千 百 円 

二 十 七 国 外 運 転

免 許 証 交 付 手 数

料 

 二 千 三 百 五 十 円 



 

二 十 八 講 習 手 数

料 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 七 百 五 十 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 二 千 三 百 五 十 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 千 九 百 五 十 円 

 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 四 号 に 掲 げ

る 講 習 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免

許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る

講 習 （ 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る

講 習 に あ っ て は 、 普 通 自 動 車 免

許 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の

に 限 る 。 ） 

講 習 一 時 間 に つ き 

四 千 四 百 五 十 円 

  準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習

（ 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る

者 に 対 す る も の を 除 く 。 ） 

講 習 一 時 間 に つ き 

 三 千 五 百 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  二 千 八 百 円 

 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 五 号 に 掲 げ

る 講 習 

大 型 自 動 二 輪 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 四 千 百 五 十 円 

 普 通 自 動 二 輪 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  四 千 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 六 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 千 五 百 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 七 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 三 千 百 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 八 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 千 四 百 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 九 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 七 百 五 十 円 

 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 号 に 掲 げ

る 講 習 

準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 二 千 百 五 十 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  二 千 五 十 円 

 大 型 自 動 二 輪 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  二 千 七 百 円 

 普 通 自 動 二 輪 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  二 千 五 百 五 十 円 

 原 動 機 付 自 転 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

  二 千 四 百 五 十 円 

 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 一 号 に 掲

げ る 講 習 

 法 第 九 十 二 条 の 二 第 一 項 の 表 の

備 考 一 の ２ に 規 定 す る 優 良 運 転

者 に 対 す る 講 習 

五 百 円 



 

  法 第 九 十 二 条 の 二 第 一 項 の 表 の

備 考 一 の ３ に 規 定 す る 一 般 運 転

者 に 対 す る 講 習 

八 百 円 

  法 第 九 十 二 条 の 二 第 一 項 の 表 の

備 考 一 の ４ に 規 定 す る 違 反 運 転

者 等 に 対 す る 講 習 

千 三 百 五 十 円 

   国 家 公 安 委 員 会 規

則 で 定 め る 政 令 第

三 十 三 条 の 七 第 二

項 の 基 準 に 該 当 し

な い 者 に 対 す る 講

習 

八 百 円 

 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 二 号 に 掲

げ る 講 習 

 法 第 七 十 一 条 の 五 第 三 項 に 規 定

す る 普 通 自 動 車 対 応 免 許 （ 以 下

こ の 表 に お い て 「 普 通 自 動 車 対

応 免 許 」 と い う 。 ） を 受 け て い

る 者 （ 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項

第 三 号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 者 並 び

に 法 第 百 一 条 の 四 第 三 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け る 者 を 除 く 。 ） に

対 す る 講 習 

六 千 四 百 五 十 円 

  普 通 自 動 車 対 応 免 許 を 受 け て い

る 者 （ 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項

第 三 号 イ 若 し く は ハ に 掲 げ る 者

又 は 法 第 百 一 条 の 四 第 三 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る 者 に 限 る 。 ）

又 は 第 一 種 運 転 免 許 若 し く は 第

二 種 運 転 免 許 で あ っ て 普 通 自 動

車 対 応 免 許 以 外 の も の の み を 受

け て い る 者 に 対 す る 講 習 

二 千 九 百 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 講 習 一 万 二 千 五 百 円 

  当 該 講 習 が 府 令 第 三 十 八 条 第 十

三 項 第 二 号 の 表 第 一 号 に 掲 げ る

講 習 方 法 に 係 る も の で あ る 場 合 

九 千 五 十 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 四 号 に 掲 げ る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 

 二 千 二 百 五 十 円 

法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 五 号 又 は 十 六 号 に 掲 げ る 講

習 

講 習 一 時 間 に つ き 

 二 千 円 

二 十 九 通 知 手 数

料 

 九 百 円 

三 十 特 定 任 意 講

習 手 数 料 

 千 三 百 五 十 円 

三 十 一 認 知 機 能

検 査 手 数 料 

 千 五 十 円 

三 十 二 運 転 技 能

検 査 手 数 料 

 三 千 五 百 五 十 円 

備 考 



 

 一 の 種 類 の 運 転 免 許 に 係 る 免 許 証 に 他 の 種 類 の 運 転 免 許 に 係 る 事 項 を 記 載 し た 免 許 証 の 再 交

付 は 、 一 の 免 許 証 の 再 交 付 と す る 。 

 

別 表 第 八 （ 第 八 条 第 一 項 第 十 九 号 関 係 ） 
審 査 細 目 区 分 手 数 料 の 額 か ら 減 ず る 額 

一 技 能 検 定 員 と し て 必 要

な 自 動 車 の 運 転 技 能 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

四 千 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 三 千 五 百 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 

千 二 百 五 十 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定

員 審 査 

四 千 二 百 五 十 円 

二 自 動 車 の 運 転 技 能 に 関

す る 観 察 及 び 採 点 の 技 能 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

六 千 七 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 六 千 百 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 

二 千 百 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定

員 審 査 

七 千 四 百 円 

三 法 第 百 八 条 の 二 十 八 第

四 項 に 規 定 す る 教 則 の 内

容 と な っ て い る 事 項 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

二 千 五 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 二 千 円 

特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 

二 千 円 

四 自 動 車 教 習 所 に 関 す る

法 令 に つ い て の 知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

二 千 五 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 二 千 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 
二 千 円 

五 技 能 検 定 の 実 施 に 関 す

る 知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

二 千 三 百 五 十 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 千 九 百 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 

二 千 六 百 五 十 円 

六 自 動 車 の 運 転 技 能 の 評

価 方 法 に 関 す る 知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 

千 八 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 二 千 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審

査 

二 千 五 百 五 十 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定

員 審 査 

三 千 七 百 円 

七 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十

六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ）

第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る

旅 客 自 動 車 運 送 事 業 及 び

自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務

の 適 正 化 に 関 す る 法 律 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 自

 大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定

員 審 査 

二 千 五 百 五 十 円 



 

動 車 運 転 代 行 業 に 関 す る

法 令 に つ い て の 知 識 

備 考 

一 技 能 検 定 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 一 の 項 及 び 二 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て

の 審 査 の い ず れ を も 免 除 さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 一 の 項 及 び 二 の 項 の 下 欄 に 定 め る

と こ ろ に よ る ほ か 、 別 表 第 七 の 十 九 の 項 の 下 欄 に 定 め る 額 か ら 更 に 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自

動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ い て は 二 千 三 百 五 十 円 を 、 普 通 自

動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ い て は 九 百 円 を 、 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員

審 査 に つ い て は 千 百 円 を 、 大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ い て は 二 千 九

百 円 を 減 ず る も の と す る 。 

二 技 能 検 定 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 三 の 項 及 び 四 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て

の 審 査 の い ず れ を も 免 除 さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 三 の 項 及 び 四 の 項 の 下 欄 に 定 め る

と こ ろ に よ る ほ か 、 別 表 第 七 の 十 九 の 項 の 下 欄 に 定 め る 額 か ら 更 に 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自

動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ い て は 五 百 円 を 、 普 通 自 動 車 免 許

に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ い て は 三 百 円 を 、 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 技 能 検 定 員 審 査 に つ

い て は 三 百 円 を 減 ず る も の と す る 。 

 

別 表 第 九 （ 第 八 条 第 一 項 第 二 十 一 号 関 係 ） 

審 査 細 目 区 分 手 数 料 の 額 か ら 減 ず る 額 

一 教 習 指 導 員 と し て 必 要

な 自 動 車 の 運 転 技 能 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 

四 千 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 三 千 五 百 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 二 百 五 十 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 教 習 指 導

員 審 査 
四 千 二 百 五 十 円 

二 技 能 教 習 に 必 要 な 教 習

の 技 能 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 
千 四 百 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 千 三 百 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 三 百 五 十 円 

  大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 教 習 指 導

員 審 査 

二 千 五 十 円 

三 学 科 教 習 に 必 要 な 教 習

の 技 能 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 

千 三 百 円 

 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 千 二 百 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 二 百 五 十 円 

四 法 第 百 八 条 の 二 十 八 第

四 項 に 規 定 す る 教 則 の 内

容 と な っ て い る 事 項 そ の

他 自 動 車 の 運 転 に 関 す る

知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 

千 六 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 千 三 百 五 十 円 

 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 三 百 円 

五 自 動 車 教 習 所 に 関 す る

法 令 に つ い て の 知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 

千 六 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 千 三 百 五 十 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 三 百 円 



 

六 教 習 指 導 員 と し て 必 要

な 教 育 に つ い て の 知 識 

 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準

中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 

千 五 百 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 千 三 百 円 

  特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 

千 二 百 五 十 円 

七 道 路 運 送 法 第 二 条 第 三

項 に 規 定 す る 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 及 び 自 動 車 運 転

代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 自 動 車 運 転 代

行 業 に 関 す る 法 令 に つ い

て の 知 識 

 大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 教 習 指 導

員 審 査 

二 千 五 百 五 十 円 

備 考 

一 教 習 指 導 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 一 の 項 及 び 二 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て

の 審 査 の い ず れ を も 免 除 さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 一 の 項 及 び 二 の 項 の 下 欄 に 定 め る

と こ ろ に よ る ほ か 、 別 表 第 七 の 二 十 一 の 項 の 下 欄 に 定 め る 額 か ら 更 に 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型

自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 に つ い て は 二 千 四 百 円 を 、 普 通 自 動

車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 に つ い て は 九 百 円 を 、 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 に つ い て は 千 百 円 を 、 大 型 自 動 車 第 二 種 免 許 等 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 に つ い て は 二 千 八 百

五 十 円 を 減 ず る も の と す る 。 

二 教 習 指 導 員 審 査 を 受 け よ う と す る 者 が 四 の 項 及 び 五 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 審 査 細 目 に つ い て

の 審 査 の い ず れ を も 免 除 さ れ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 四 の 項 及 び 五 の 項 の 下 欄 に 定 め る

と こ ろ に よ る ほ か 、 別 表 第 七 の 二 十 一 の 項 の 下 欄 に 定 め る 額 か ら 更 に 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型

自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 に つ い て は 百 五 十 円 を 、 普 通 自 動 車

免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審 査 に つ い て は 百 五 十 円 を 、 特 定 第 一 種 運 転 免 許 に 係 る 教 習 指 導 員 審

査 に つ い て は 百 五 十 円 を 減 ず る も の と す る 。 

 

別 表 第 十 （ 第 九 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 区 分 手 数 料 の 額 

一 警 備 業 認 定 申 請 手 数 料  二 万 三 千 円 

二 警 備 業 認 定 更 新 申 請 手

数 料 

 二 万 三 千 円 

三 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

資 格 者 証 交 付 申 請 手 数 料 

 九 千 八 百 円 

四 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

講 習 手 数 料 

 講 習 一 時 間 に つ き 

千 二 百 円 

五 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

資 格 者 証 書 換 え 手 数 料 

 千 八 百 円 

六 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

資 格 者 証 再 交 付 手 数 料 

 千 八 百 円 

七 現 任 警 備 員 指 導 教 育 責

任 者 講 習 手 数 料 

 五 千 円 

八 警 備 業 検 定 申 請 手 数 料 イ 警 備 業 務 の 種 別 （ 法 第 十 八 条 に 規 定 す る 種

別 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 、 法 第 二 条 第

一 項 第 一 号 に 掲 げ る 警 備 業 務 に 係 る も の に 係

る 検 定 

一 万 六 千 円 



 

 ロ 警 備 業 務 の 種 別 の う ち 、 法 第 二 条 第 一 項 第

二 号 に 掲 げ る 警 備 業 務 に 係 る も の に 係 る 検 定

（ 国 家 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 車 両 そ の 他 の

機 材 を 用 い て 行 わ れ る も の に 限 る 。 ） 

一 万 四 千 円 

 ハ 警 備 業 務 の 種 別 の う ち 、 法 第 二 条 第 一 項 第

二 号 に 掲 げ る 警 備 業 務 に 係 る も の に 係 る 検 定

（ ロ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

一 万 三 千 円 

 ニ 警 備 業 務 の 種 別 の う ち 、 法 第 二 条 第 一 項 第

三 号 に 掲 げ る 警 備 業 務 に 係 る も の に 係 る 検 定 

一 万 六 千 円 

九 検 定 合 格 証 明 書 交 付 申

請 手 数 料 

 一 万 円 

十 検 定 合 格 証 明 書 書 換 え

手 数 料 

 二 千 二 百 円 

十 一 検 定 合 格 証 明 書 再 交

付 手 数 料 

 二 千 円 

十 二 機 械 警 備 業 務 管 理 者

資 格 者 証 交 付 申 請 手 数 料 

 九 千 八 百 円 

十 三 機 械 警 備 業 務 管 理 者

講 習 手 数 料 

 三 万 九 千 円 

十 四 機 械 警 備 業 務 管 理 者

資 格 者 証 書 換 え 手 数 料 

 千 八 百 円 

十 五 機 械 警 備 業 務 管 理 者

資 格 者 証 再 交 付 手 数 料 

 千 八 百 円 

十 六 旧 法 検 定 合 格 者 審 査

手 数 料 

 四 千 七 百 円 

 

別 表 第 十 一 （ 第 十 条 関 係 ） 

手 数 料 の 種 別 手 数 料 の 額 

一 自 動 車 保 管 場 所 証 明 申 請 手 数 料 一 枚 に つ き 二 千 二 百 円 

二 自 動 車 保 管 場 所 証 明 書 再 交 付 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

三 自 動 車 保 管 場 所 標 章 交 付 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

四 自 動 車 保 管 場 所 標 章 再 交 付 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

五 盗 難 等 被 害 届 出 証 明 書 交 付 申 請 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

六 遺 失 届 出 証 明 書 交 付 申 請 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

七 海 外 渡 航 者 犯 罪 経 歴 証 明 書 交 付 申 請 手 数 料 一 枚 に つ き 五 百 円 

八 認 知 機 能 検 査 員 講 習 手 数 料 千 四 百 五 十 円 

  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー が 行 う 研 修 等 を 受 け た 者 に 対

す る 講 習 

千 二 百 円 

 


